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荒川下流河川敷利用ルールに係る改定経緯 

 

 

【背景】荒川下流部は、年間１，５００万人の方が利用する都内の貴重なオープンスペ

ースとなっているが、利用者の増加とともに、自転車の高速走行、ゴルフ練習、ゴミの

不法投棄など、危険・迷惑行為をする者も増加し、重大事故の発生や河川美化の低下に

つながっていた。 

平成 22 年 4 月 1 日より「荒川下流河川敷利用ルール」を本格運用 

・沿川自治体及び河川敷占用者とともに統一した「9 項目」で構成 

平成 26 年 3 月より「新・荒川下流河川敷利用ルール」を本格運用 

・利用ルールは「禁止行為」、「危険・迷惑行為」、「マナー」に分類された

「12 項目」 

利用ルールの根拠を明確化した上で、「あらかわろう」を合言葉に、

荒川下流部の河川時期を誰もが安全で快適に利用できるように、ま

た、他の利用者への心遣い・譲り合いの心を持っていただけるよう

に「禁止行為」、「危険・迷惑行為」、「マナー」に分類した。 

【現行ルール】 

平成 30 年 1 月より利用ルールの「危険・迷惑行為」の規定を一部改定した「新・荒川下流河川敷利用ルール」を運用 

 

平成２７年１２月に航空法の一部が改正され、無人航空機の規制が導入されたことを踏ま

え、利用ルールの「危険・迷惑行為」に規定されている「ラジコン飛行機（ヘリコプターを

含む）」を「無人航空機（ドローン・ラジコン機等）」に改めるとともに、「利用目的」や「飛

行エリア内の安全確保」などの条件を満たす場合には飛行を認めるという内容に変更。 

令和４年７月１日改定 

【新たな課題への対応】 

・200 ｸﾞﾗﾑ未満のドローン等が禁止となるように記載する。 

・令和 3 年 9 月航空法施行規則の一部改正（紐付ドローンへの規制緩和）に対応した記載とする。 

・花火は、騒音に係る規制と合わせた記載にするとともに規制する時間帯を明確化する。 

・自転車にいついかなる時も直ちに停止できるような走行を求めていないため、徐行を削除する。 

・自転車、歩行者双方が配慮するように歩行者優先を削除する。 

 

 
 


